
一時金を受けとることができます。

r旧優生保護法一時金支給法」の趣旨について

平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法（以下「法」という）」が成立し、公布・施行されました。

法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、

心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が

述べられています。

法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

以下の⑦または②に該当する方で、現

在、生存されている方が対象となります。

①昭和23年9月11日から平成8
　　年9月25日までの間に、旧優

　　生保護法に基づき優生手術
　　（生殖を不能にする手術）を受

　　けた方

　（母体保護のみを理由として手術を受

　けた方は除きます）

②①のほか、同じ期間に生殖を

　　不能にする手術または放射

　　線の照射を受けた方

　（母体保護や疾病の治療を目的とす

　るなど、優生思想に基づくものでない

　ことが明らかな手術などを受けた方

　を除きます）

320万円（一律）です。

※支給決定後、ご指定の金融機関の口

　座に独立行政法人福祉医療機構から

　振り込まれます。

請求期限は、平成31年4月24日（法律の施行日）から5年以内です。

お住まいの都道府県の窓ロに請求書を提出してください（郵送によ

る提出も可能です）。

請求書や添付書類（診断書・領収書）の様式は、厚生労働省の特設

サイトに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓ロなどで

も入手できます。

請求書の記載事項や添付書類について

レ請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術

などを受けた年月日（時期）、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。

レ請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。

　・住民三の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類

　・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについてのr，1　Elの

　a：－L斤言（特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給

　認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出し

　てください）

※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略する

　ことが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。

　・上記の診断書の作成に要する費用が記載されたト百収≡など（一時金の支給が認め

　　られた場合、診断書作成費用が支給されます）

　・その他請求に係る苧諺こ証明仁一‘・料（例：障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述

　書、都道府県や医療機関などから入手した優生手術などの実施に関する書類など）

　・一時金の振込みを希望する」ri－1虫川IFぼ白㍉可し口己蚤号を明らかにすることがで

　きる書類（通帳やキャッシュカードの写しなど）

【請求期限：令和6年4月23日】
具体的な一時金の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓ロにお問い合わ

せください。各都道府県の窓ロについては、裏面をご覧ください。

また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する相談窓ロを設置しています。裏面をご

参照ください。
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このマークは、視覚に頼れない方などが使う音声コート（Unl－V・iceコート）てす



　　　　　　　　　新　　　潟

1日優生保護法一時金

　　　　　県

受付・相談窓口

電話番号　025－280－5197　　　　　FAX　O25－285－8757

メールアドレス　ngtO40240＠pref．niigata　Jg．　jp

受付時間　8：30～17：15
　　　　　　　（月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。）

新當諜壽鍵に関する手続き　灘

以下の県内各地の保健所及び政令指定都市の新潟市は子ども家庭課でも受付します。
1受付時間は8：30～17：15（月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く）

　　　　　　　窓　　　　　　口　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　・　FA×

禦麟鑑康＊Sim）　　1電話・25エ533151　FA×・254－52－2881

　　新潟県新発田保健所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話0254－26－9056　　　FA×0254－26－6800　　（新発田地域振興局健康福祉環境部）　　｜

新潟県新津保健所
（新潟地域振興局健康福祉部）

電話0250－22－5ri　71 FA×0250－22－5188

巳
新潟県三条保健所
　三条地域振興局健康福祉環境部） 電話0256－36－2360　　FAX　0256－36－2365

fi潟県長岡保健所
（長岡地域振興局健康福祉環境部） 電話0258－33－4930　　FAX　0258－33－4933

新潟県魚沼保健所
（魚沼±也t或振興局イ建康ネ畠ネ止音B）

新潟県南魚沼保健所
（南魚沼‡也t或1辰興局1建康福詫止環

新潟県十日町保健所
（十日町地t或｝辰興局f建康福祉部）

2－1145　　FAX　O25－792－6381

2－2457　　FA×025－772－2／　90

電話025－757－2400　　FA×025－757－2474

新潟県柏崎保健所
（柏山奇地t或｝辰興局｛建康ネ畠ネ止部）

新潟県上越保健所
（上越地域振興局健康福祉環境部）

新潟県糸魚川保健所
（糸魚川地域振興局健康福ネ止部）

電話0257－22－4165　　FA×0257－22－4190

電話025－524－6133　　FA×025－524－6998

電話025－552－1783　　FA×025－552－8800

新潟県佐渡保健所
（佐渡地域振興局健康福祉環境部）

「

　　電話0259－74－3398
－

⊥
FA×0259－74－3333

新潟市こども未来部子ども家庭課
（新潟市役所本館1階）

灘㌶t
l　㌶’
；議

趨＿．．．，“

電話025－226－1201

f
厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口

k電話番号03－3595－2575　直FAX　O3－3595－2753

図メールアドレスlchijikin＠mhlw．gojp

O受付時間10：00～1800（月曜日から金曜日．土日祝日、年末年始を除く．）

　　FA×025－224－3330

1　　※窓口に関する詳細は、厚生労働省特設
　　　サイトや各都道府県のホームページなど
　　　をご確認下さい。

〕　＝’二；　s　1‘ ・T；ff．／1；1：多回灘


